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現行条例 改正法 

（開示請求権） 

第９条 何人も、実施機関に対し、自己に関する

保有個人情報の開示を請求することができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保

有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは

成年被後見人の法定代理人又は本人の委任に

よる代理人）その他実施機関が定める者は、本

人に代わって前項の規定による開示の請求（以

下「開示請求」という。）をすることができる。 

 

 

 

 

（開示請求の手続） 

第１０条 開示請求をしようとする者は、実施機

関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求

書を提出しなければならない。 

⑴ 開示請求をしようとする者の氏名及び住

所又は居所（その者が前条第２項の規定によ

り本人に代わって開示請求をしようとする

場合であって、法人であるときは、その者の

名称及び主たる事務所の所在地並びに代表

者の氏名） 

⑵ 開示請求をしようとする者が前条第２項

の規定により本人に代わって開示請求をし

ようとする者であるときは、当該本人の氏名

及び住所又は居所 

⑶ 開示請求をしようとする保有個人情報を

特定するために必要な事項 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、実施機関が定

める事項 

２ 開示請求をしようとする者は、実施機関に対

し、その開示請求の際、自己が当該開示請求に

係る保有個人情報の本人又は前条第２項の規

定により当該開示請求に係る保有個人情報の

本人に代わって開示請求をしようとする者で

あることを証明するために必要な書類で実施

機関が定めるものを提出し、又は提示しなけれ

ばならない。 

３ 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があ

ると認めるときは、開示請求をした者（以下「開

示請求者」という。）に対し、相当の期間を定

めて、その補正を求めることができる。この場

（開示請求権） 

 第七十六条 何人も、この法律の定めるところに

より、行政機関の長等に対し、当該行政機関の

長等の属する行政機関等の保有する自己を本

人とする保有個人情報の開示を請求すること

ができる。  

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理

人又は本人の委任による代理人（以下この節に

おいて「代理人」と総称する。）は、本人に代

わって前項の規定による開示の請求（以下この

節及び第百二十七条において「開示請求」とい

う。）をすることができる。  

 

（開示請求の手続）  

第七十七条 開示請求は、次に掲げる事項を記載

した書面（第三項において「開示請求書」とい

う。）を行政機関の長等に提出してしなければ

ならない。  

一  開示請求をする者の氏名及び住所又は

居所  

二  開示請求に係る保有個人情報が記録さ

れている行政文書等の名称その他の開示

請求に係る保有個人情報を特定するに足

りる事項  

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、

政令で定めるところにより、開示請求に係る保

有個人情報の本人であること（前条第二項の規

定による開示請求にあっては、開示請求に係る

保有個人情報の本人の代理人であること）を示

す書類を提示し、又は提出しなければならな

い。  

３ 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不

備があると認めるときは、開示請求をした者

（以下この節において「開示請求者」という。）

に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め

ることができる。この場合において、行政機関

の長等は、開示請求者に対し、補正の参考とな

る情報を提供するよう努めなければならない。 
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合において、実施機関は、開示請求者に対し、

補正の参考となる情報を提供するよう努めな

ければならない。 

 

 （部分開示） 

第１２条 実施機関は、開示請求に係る保有個人

情報の一部に不開示情報が含まれている場合

において、不開示情報に該当する部分を容易に

区分して除くことができるときは、開示請求者

に対し、当該部分を除いた部分につき開示しな

ければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第２号

の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができるものに限る。）が含まれている

場合において、当該情報のうち、氏名、生年月

日その他の開示請求者以外の特定の個人を識

別することができることとなる記述等の部分

を除くことにより、開示しても、開示請求者以

外の個人の権利利益が害されるおそれがない

と認められるときは、当該部分を除いた部分

は、同号の情報に含まれないものとみなして、

前項の規定を適用する。 

 

（裁量的開示） 

第１３条 実施機関は、開示請求に係る保有個人

情報に不開示情報（第１１条第５号に掲げる情

報を除く。）が含まれている場合であっても、

個人の権利利益を保護するため特に必要があ

ると認めるときは、開示請求者に対し、当該保

有個人情報を開示することができる。 

 

（保有個人情報の存否に関する情報） 

第１４条 開示請求に対し、当該開示請求に係る

保有個人情報が存在しているか否かを答える

だけで、不開示情報を開示することとなるとき

は、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明

らかにしないで、当該開示請求を拒否すること

ができる。 

 

（開示決定等） 

第１５条 実施機関は、開示請求に係る保有個人

情報の全部又は一部を開示するときにあって

はその旨の決定（以下「開示決定」という。）

 

 

 

 

（部分開示） 

 第七十九条 行政機関の長等は、開示請求に係る

保有個人情報に不開示情報が含まれている場

合において、不開示情報に該当する部分を容易

に区分して除くことができるときは、開示請求

者に対し、当該部分を除いた部分につき開示し

なければならない。  

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第

二号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるものに限る。）が含まれて

いる場合において、当該情報のうち、氏名、生

年月日その他の開示請求者以外の特定の個人

を識別することができることとなる記述等及

び個人識別符号の部分を除くことにより、開示

しても、開示請求者以外の個人 の権利利益が

害されるおそれがないと認められるときは、当

該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれな

いものとみなして、前項の規定を適用する。  

 

（裁量的開示）  

第八十条 行政機関の長等は、開示請求に係る保

有個人情報に不開示情報が含まれている場合

であっても、個人の権利利益を保護するため特

に必要があると認めるときは、開示請求者に対

し、当該保有個人情報を開示することができ

る。  

 

（保有個人情報の存否に関する情報）  

第八十一条 開示請求に対し、当該開示請求に係

る保有個人情報が存在しているか否かを答え

るだけで、不開示情報を開示することとなると

きは、行政機関の長等は、当該保有個人情報の

存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否

することができる。  

 

（開示請求に対する措置）  

第八十二条 行政機関の長等は、開示請求に係る

保有個人情報の全部又は一部を開示するとき

は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、そ
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を、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示

しないとき（前条の規定により開示請求を拒否

するとき及び開示請求に係る保有個人情報を

保有していないときを含む。）にあってはその

旨の決定を行わなければならない。 

２ 実施機関は、前項の決定（以下「開示決定等」

という。）を行ったときは、速やかに、開示請

求者に対し、当該開示決定等の内容（開示決定

にあっては、当該保有個人情報の利用目的を含

む。）を通知しなければならない。 

３ 開示決定等は、開示請求があった日から起算

して１５日以内にしなければならない。ただ

し、第１０条第３項の規定により補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、当

該期間に算入しない。 

４ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務

処理上の困難その他正当な理由があるときは、

同項に規定する期間を３０日以内に限り延長

することができる。この場合において、実施機

関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の

期間及び延長の理由を通知しなければならな

い。 

５ 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量

であるため、開示請求があった日から起算して

４５日以内にそのすべてについて開示決定等

をすることにより事務の遂行に著しい支障が

生ずるおそれがある場合には、前２項の規定に

かかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有

個人情報のうちの相当の部分につき当該期間

内に開示決定等をし、残りの保有個人情報につ

いては相当の期間内に開示決定等をすれば足

りる。この場合において、実施機関は、第３項

に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に

掲げる事項を通知しなければならない。 

⑴ 本項の規定を適用する旨及びその理由 

⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等

をする期限 

６ 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の

全部又は一部を開示しない場合（前条の規定に

より開示請求を拒否する場合を含む。）におい

て、その理由がなくなる時期をあらかじめ明示

できるときは、その時期を明らかにしなければ

ならない。 

の旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開

示の実施に関し政令で定める事項を書面によ

り通知しなければならない。ただし、第六十二

条第二号又は第三号に該当する場合における

当該利用目的については、この限りでない。 

 ２ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人

情報の全部を開示しないとき（前条の規定によ

り開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係

る保有個人情報を保有していないときを含

む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請

求者に対し、その旨を書面により通知しなけれ

ばならない。  

 

（開示決定等の期限）  

第八十三条 開示決定等は、開示請求があった日

から三十日以内にしなければならない。ただ

し、第七十七条第三項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要した日数は、

当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、

事務処理上の困難その他正当な理由があると

きは、同項に規定する期間を三十日以内に限り

延長することができる。この場合において、行

政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、

延長後の期間及び延長の理由を書面により通

知しなければならない。 

 

（開示決定等の期限の特例） 

第八十四条 開示請求に係る保有個人情報が著し

く大量であるため、開示請求があった日から六

十日以内にその全てについて開示決定等をす

ることにより事務の遂行に著しい支障が生ず

るおそれがある場合には、前条の規定にかかわ

らず、行政機関の長等は、開示請求に係る保有

個人情報のうちの相当の部分につき当該期間

内に開示決定等をし、残りの保有個人情報につ

いては相当の期間内に開示決定等をすれば足

りる。この場合において、行政機関の長等は、

同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけ

ればならない。 

 一 この条の規定を適用する旨及びその理由

二 残りの保有個人情報について開示決定等
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（事案の移送） 

第１６条 実施機関は、開示請求に係る保有個人

情報（情報提供等記録を除く。）が他の実施機

関から提供されたものであるときその他他の

実施機関において開示決定等をすることにつ

き正当な理由があるときは、当該他の実施機関

と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を

移送することができる。この場合において、移

送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案

を移送した旨を通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、

移送を受けた実施機関において、当該開示請求

についての開示決定等をしなければならない。

この場合において、移送をした実施機関が移送

前にした行為は、移送を受けた実施機関がした

ものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関

が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開

示の実施をしなければならない。この場合にお

いて、移送をした実施機関は、当該開示の実施

に必要な協力をしなければならない。 

 

 

 

 

 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第１７条 開示請求に係る保有個人情報に本市

及び本市が設立した地方独立行政法人（以下

「本市等」という。）並びに開示請求者以外の

もの（第４１条を除き、以下「第三者」という。）

に関する情報が含まれているときは、実施機関

は、開示決定等をするに当たって、当該情報に

係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の

内容その他実施機関が定める事項を通知して、

意見書を提出する機会を与えることができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する

ときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、

開示請求に係る当該第三者に関する情報の内

容その他実施機関が定める事項を通知して、意

見書を提出する機会を与えなければならない。

をする期限  

 

（事案の移送）  

第八十五条 行政機関の長等は、開示請求に係る

保有個人情報が当該行政機関の長等が属する

行政機関等以外の行政機関等から提供された

ものであるとき、その他他の行政機関の長等に

おいて開示決定等をすることにつき正当な理

由があるときは、当該他の行政機 関の長等と

協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事

案を移送することができる。この場合において

は、移送をした行政機関の長等は、開示請求者

に対し、事案を移送した旨を書面により通知し

なければならない。  

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、

移送を受けた行政機関の長等において、当該開

示請求についての開示決定等をしなければな

らない。この場合において、移送をした行政機

関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた

行政機関の長等がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた行政機関

の長等が第八十二条第一項の決定（以下この節

において「開示決定」という。）をしたときは、

当該行政機関の長等は、開示の実施をしなけれ

ばならない。この場合において、移送をした行

政機関の長等は、当該開示の実施に必要な協力

をしなければならない。  

 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第八十六条 開示請求に係る保有個人情報に国、

独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政

法人及び開示請求者以外の者（以下この条、第

百五条第二項第三号及び第百七条第一項にお

いて「第三者」という。）に関する情報が含ま

れているときは、行政機関の長等は、開示決定

等をするに当たって、当該情報に係る第三者に

対し、政令で定めるところにより、当該第三者

に関する情報の内容その他政令で定める事項

を通知して、意見書を提出する機会を与えるこ

とができる。  

２ 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該

当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者

に対し、政令で定めるところにより、開示請求
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ただし、当該第三者の所在が判明しない場合

は、この限りでない。 

⑴ 第三者に関する情報が含まれている保有

個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が第１１条第２号

ウ又は同条第３号ただし書に規定する情報

に該当すると認められるとき。 

⑵ 第三者に関する情報が含まれている保有

個人情報を第１３条の規定により開示しよ

うとするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提

出の機会を与えられた第三者が当該第三者に

関する情報の開示に反対の意思を表示した意

見書を提出した場合において、開示決定をする

ときは、開示決定の日と開示を実施する日との

間に少なくとも２週間を置かなければならな

い。この場合において、実施機関は、開示決定

後直ちに、当該意見書（以下「反対意見書」と

いう。）を提出した第三者に対し、開示決定を

した旨及びその理由並びに開示を実施する日

を通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

（開示の実施） 

第１８条 保有個人情報の開示は、当該保有個人

情報が、文書又は図画に記録されているときは

閲覧又は写しの交付（用紙に複写したものの交

付に限る。以下同じ。）により、電磁的記録に

記録されているときはその種別、情報化の進展

状況等を勘案して規則で定める方法により行

う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の

開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情

報が記録されている文書又は図画の保存に支

障を生ずるおそれがあると認めるときその他

正当な理由があるときは、その写しにより、こ

れを行うことができる。 

２ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受

ける者は、実施機関が定めるところにより、当

該開示決定をした実施機関に対し、その求める

開示の実施の方法その他の実施機関が定める

に係る当該第三者に関する情報の内容その他

政令で定める事項を書面により通知して、意見

書を提出する機会を与えなければならない。た

だし、当該第三者の所在が判明しない場合は、

この限りでない。 

 一 第三者に関する情報が含まれている保有

個人情報を開示しようとする場合であって、 

当該第三者に関する情報が第七十八条第一

項第二号ロ又は同項第三号ただし書に規定 

する情報に該当すると認められるとき。  

二 第三者に関する情報が含まれている保有個

人情報を第八十条の規定により開示しよう

とするとき。 

 ３ 行政機関の長等は、前二項の規定により意見

書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三

者に関する情報の開示に反対の意思を表示した

意見書を提出した場合において、開示決定をす

るときは、開示決定の日と開示を実施する日と

の間に少なくとも二週間を置かなければならな

い。この場合において、行政機関の長等は、開

示決定後直ちに、当該意見書（第百五条におい

て「反対意見書」という。）を提出した第三者に

対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開

示を実施する日を書面により通知しなければな

らない。  

 

（開示の実施）  

第八十七条 保有個人情報の開示は、当該保有個

人情報が、文書又は図画に記録されているとき

は閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記

録されているときはその種別、情報化の進展状

況等を勘案して行政機関等が定める方法により

行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報

の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保

有個人情報が記録されている文書又は図画の保

存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、

その他正当な理由があるときは、その写しによ

り、これを行うことができる。 

２ 行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記

録についての開示の方法に関する定めを一般の

閲覧に供しなければならない。  

３ 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受け

る者は、政令で定めるところにより、当該開示
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                                       関係規定３－１ 

６ 

 

現行条例 改正法 

事項を申し出なければならない。 

３ 前項の規定による申出は、第１５条第２項に

規定する通知があった日から３０日以内にし

なければならない。ただし、当該期間内に当該

申出をすることができないことにつき正当な

理由があるときは、この限りでない。 

４ 第１０条第２項の規定は、第１項の規定によ

り保有個人情報の開示を受ける者について準

用する。 

 

（簡易開示） 

第１９条 実施機関があらかじめ定めた保有個

人情報については、第１０条第１項の開示請求

書の提出によらないで、口頭により、同項各号

に掲げる事項を伝えて、開示請求を行うことが

できる。 

２ 実施機関は、前項の規定により口頭による開

示請求があったときは、第１５条から前条まで

の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方

法により、直ちに当該開示請求に係る保有個人

情報の開示をするものとする。 

 

（他の法令による開示の実施との調整） 

第２０条 実施機関は、他の法令（広島市情報公

開条例を除く。）の規定により、開示請求者に

対し開示請求に係る保有個人情報（保有特定個

人情報を除く。）が第１８条第１項本文に規定

する方法と同一の方法で開示することとされ

ている場合（開示の期間が定められている場合

にあっては、当該期間内に限る。）には、同項

本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報に

ついては、当該同一の方法による開示を行わな

い。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合

には開示をしない旨の定めがあるときは、この

限りでない。 

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧

であるときは、当該縦覧を閲覧とみなして、前

項の規定を適用する。 

 

（手数料等） 

第２１条 開示決定（本市が設立した地方独立行

政法人が行うものを除く。）に基づき写しの交

付による保有個人情報の開示を受ける者は、文

決定をした行政機関の長等に対し、その求める

開示の実施の方法その他の政令で定める事項を

申し出なければならない。 

４ 前項の規定による申出は、第八十二条第一項

に規定する通知があった日から三十日以内にし

なければならない。ただし、当該期間内に当該

申出をすることができないことにつき正当な理

由があるときは、この限りでない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（他の法令による開示の実施との調整）  

第八十八条 行政機関の長等は、他の法令の規定

により、開示請求者に対し開示請求に係る保有

個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同

一の方法で開示することとされている場合（開

示の期間が定められている場合にあっては、当

該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかか

わらず、当該保有個人情報については、当該同

一の方法による開示を行わない。ただし、当該

他の法令の規定に一定の場合には開示をしない

旨の定めがあるときは、この限りでない。  

２ 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧で

あるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧

とみなして、前項の規定を適用する。 

  

 

 

（手数料） 

第八十九条 行政機関の長に対し開示請求をする

者は、政令で定めるところにより、実費の範囲

内において政令で定める額の手数料を納めなけ
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                                       関係規定３－１ 

７ 

 

現行条例 改正法 

書又は図画については別表に定める額の手数

料を、電磁的記録については規則で定める額の

手数料を納付しなければならない。 

２ 前項の手数料は、第１８条第２項に規定する

申出の際、納付しなければならない。 

３ 市長及び公営企業管理者は、特別の理由があ

ると認めるときは、手数料を減免することがで

きる。 

４ 本市が設立した地方独立行政法人は、開示決

定に基づき写しの交付による保有個人情報の

開示を行うときは、当該地方独立行政法人が実

費の範囲内において第１項の手数料の額を参

酌して定める料金を徴収するものとする。この

場合において、当該地方独立行政法人は、前２

項の規定に準じ、料金の納付の時期及び減免に

ついて定めるものとする。 

ればならない。  

２ 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者

は、条例で定めるところにより、実費の範囲内

において条例で定める額の手数料を納めなけれ

ばならない。  

３ 前二項の手数料の額を定めるに当たっては、

できる限り利用しやすい額とするよう配慮しな

ければならない。  

４ 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、

独立行政法人等の定めるところにより、手数料

を納めなければならない。  

５ 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、

かつ、第一項の手数料の額を参酌して、 独立行

政法人等が定める。  

６ 独立行政法人等は、前二項の規定による定め

を一般の閲覧に供しなければならない。 

７ 地方独立行政法人に対し開示請求をする者

は、地方独立行政法人の定めるところにより、

手数料を納めなければならない。  

８ 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、

かつ、第二項の条例で定める手数料の額を参酌

して、地方独立行政法人が定める。  

９ 地方独立行政法人は、前二項の規定による定

めを一般の閲覧に供しなければならない。 
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